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『
源
氏
物
語
』
と
源
高
明

―
光
源
氏
な
ら
ざ
る
皇
子

―

森
　
田
　
知
　
之

一

　

源
高
明
を
光
源
氏
の
准
拠
と
見
な
す
「
源
高
明
准
拠
説
」
に
つ
い
て
、
古

く
は
、
源
具
顕
筆
録
の
『
弘
安
源
氏
論
議
』（
一
二
八
〇
年
成
立（（
（

）
の
な
か
で

言
及
さ
れ
て
い
る
。

十
六
番
問
云
左

　
　
　
　
　
　

具
顕

六
条
院
（
光
源
氏
）
に
を
き
て
准
拠
の
人
お
ほ
し
致
仕
の
お
と
ゝ
（
頭

中
将
）
た
れ
の
人
に
な
す
ら
へ
た
る
そ
や

　
　

答
云
右

　
　
　
　
　
　

為
方

致
仕
の
事
准
拠
の
例
ひ
と
つ
に
さ
た
め
か
た
し
但
ひ
か
る
源
氏
を
高
明

に
准
せ
は
そ
の
時
の
致
仕
を
や
准
す
へ
か
ら
ん

　
「
六
条
院
に
を
き
て
准
拠
の
人
お
ほ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
論
議
の

な
さ
れ
る
鎌
倉
中
期
ま
で
に
、
准
拠
説
が
複
数
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
。「
ひ
か
る
源
氏
を
高
明
に
准
」
ず
る
「
源
高
明
准
拠
説
」
も
そ
の

う
ち
の
一
つ
で
、
清
水
好
子
氏（（
（

が
「
源
氏
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
あ
れ
こ
れ

と
実
在
人
物
や
事
件
を
連
想
し
て
い
た
こ
と
、
当
時
こ
う
し
た
問
答
が
行
わ

れ
る
背
景
に
そ
う
い
う
読
み
方
が
相
当
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
こ
と
が
連
想
さ
れ

る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
物
語
の
受
容
さ
れ
る
な
か
で
、
高
明

を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
上
の
人
物
が
、
光
源
氏
の
准
拠
と
目
さ
れ
た
に
相
違

な
い
。

　

で
は
、
実
際
問
題
と
し
て
、
光
源
氏
と
高
明
と
は
、
如
何
な
る
点
で
共
通

性
を
有
し
て
い
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
室
町
期
の
注
釈
書
『
河
海
抄
』（
四
辻

善
成
著
、
一
三
六
二
年
頃
成
立（（
（

）
の
記
述
、

一�

物
語
の
時
代
は
醍
醐
朱
雀
村
上
三
代
に
准
ス
ル
歟
桐
壺
御
門
は
延
喜

（
醍
醐
天
皇
）
朱
雀
院
は
天
慶
（
朱
雀
天
皇
）
冷
泉
院
は
天
暦
（
村
上

天
皇
）
光
源
氏
は
西
宮
左
大
臣
（
源
高
明
）
如
此
相
當
ス
ル
也

�

（
料
簡
）

に
倣
っ
て
、
桐
壺
院
・
朱
雀
院
・
冷
泉
院
の
治
世
を
、
醍
醐
天
皇
・
朱
雀
天

皇
・
村
上
天
皇
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
た
場
合
、
桐
壺
院
・
醍
醐
天
皇
の
皇

子
（
更
衣
腹（（
（

）、
か
つ
一
世
源
氏
と
い
う
点
で
、
両
者
の
関
係
は
担
保
さ
れ
よ

う
。
だ
が
、
本
居
宣
長
が
『
紫
文
要
領
』（
一
七
六
三
年
成
立（（
（

）
に
お
い
て
、

大
か
た
准
拠
の
こ
と
は
、
物
語
の
あ
ら
ゆ
る
事
を
一
々
考
へ
て
、
み
な
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そ
れ
〴
〵
に
な
ぞ
ら
へ
当
て
ん
と
す
る
は
わ
ろ
し
。
た
ゞ
大
や
う
に
す

こ
し
づ
つ
の
事
を
、
よ
り
所
に
し
て
、
事
の
さ
ま
を
か
へ
て
書
け
る
事

も
あ
り
。
又
か
な
ら
ず
一
人
を
一
人
に
あ
て
ゝ
作
れ
る
に
も
あ
ら
ず
。

源
氏
一
人
の
身
の
う
へ
に
も
、
む
か
し
の
人
々
の
う
へ
に
有
り
し
事
を
、

和
漢
に
求
め
て
、
一
事
づ
つ
と
る
事
も
あ
り
。
た
し
か
に
定
ま
れ
る
事

は
な
き
也
。�

（
巻
上
「
准
拠
の
事
」）

と
喝
破
し
た
よ
う
に
、
高
明
と
光
源
氏
と
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
二
者
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
径
庭
が
あ
る
。『
河
海
抄
』
の
著

者
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
下
の
記
述
、

①
難
者
云
以
前
の
准
拠
誠
に
其
寄
あ
り
と
い
へ
と
も
此
物
語
は
光
源
氏
を

む
ね
と
す
る
歟
さ
れ
は
西
宮
左
大
臣
（
高
明
）
に
准
ス
ル
事
一
世
の
源

氏
左
遷
の
跡
は
相
似
た
れ
と
も
彼
公
好
色
の
先
達
と
は
さ
し
て
き
こ
え

さ
る
に
や
い
ま
の
物
語
は
殊
に
此
道
を
本
と
し
た
る
歟
如
何�

（
料
簡
）

②
答
云
作
物
か
た
り
の
な
ら
ひ
大
綱
は
其
人
の
お
も
か
け
あ
れ
と
も
行
迹

に
を
き
て
は
あ
な
か
ち
に
事
こ
と
に
か
れ
を
摸
す
る
事
な
し
（
略
）
光

源
氏
を
も
安
和
の
左
相
（
高
明
）
に
比
す
と
い
へ
と
も
好
色
の
か
た
は

道
の
先
達
な
る
か
ゆ
へ
に
在
中
将
（
在
原
業
平
）
の
風
を
ま
ね
ひ
て
五

条
二
条
の
后
（
藤
原
順
子
・
高
子
）
を
薄
雲
女
院
朧
月
夜
の
尙
侍
に
よ

そ
へ
或
は
か
た
の
ゝ
少
将
の
そ
し
り
を
思
へ
り�

（
同
）

か
ら
も
明
ら
か
で
、
そ
れ
ゆ
え
、「
西
宮
左
大
臣
に
准
ス
ル
事
一
世
の
源
氏
左

遷
の
跡
は
相
似
た
れ
と
も
彼
公
好
色
の
先
達
と
は
さ
し
て
き
こ
え
さ
る
に
や
」

と
の
論
難
（
①
）
に
対
し
、「
作
物
か
た
り
の
な
ら
ひ
大
綱
は
其
人
の
お
も
か

け
あ
れ
と
も
行
迹
に
を
き
て
は
あ
な
か
ち
に
事
こ
と
に
か
れ
を
摸
す
る
事
な

し
」
と
認
め
た
う
え
で
、「
光
源
氏
を
も
安
和
の
左
相
に
比
す
と
い
へ
と
も
好

色
の
か
た
は
道
の
先
達
な
る
か
ゆ
へ
に
在
中
将
の
風
を
ま
ね
ひ
」
と
弁
明
（
②
）

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
は
、
秋
山
虔
氏（（
（

が
「
光
源
氏
そ
の
人
に
し
て
も
、
そ
の
人
生
の
出

発
の
原
点
と
申
し
て
よ
い
藤
壺
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
、
こ
の
も
っ
と
も
大

事
な
問
題
は
、
源
高
明
の
事
跡
の
な
か
に
こ
れ
を
模
索
す
る
こ
と
は
無
理
な

話
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
光
源
氏
と
高
明
と
の
間
に
は
、

如
何
と
も
し
難
い
、
決
定
的
な
差
が
あ
る
。
少
な
く
も
両
者
は
、
前
記
の
通

り
、
更
衣
腹
・
一
世
源
氏
と
い
う
点
で
重
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で

は
「
一
世
の
源
氏
と
か
、
更
衣
腹
と
か
、
表
面
的
な
事
は
似
せ
よ
う
と
思
え

ば
い
く
ら
で
も
出
来
る
」（
（
（

と
の
批
判
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

い
っ
た
い
、
高
明
と
光
源
氏
と
は
、
更
衣
腹
・
一
世
源
氏
と
い
っ
た
「
表

面
的
」
な
部
分
で
し
か
結
び
つ
か
な
い
の
か
。
は
た
ま
た
、
一
見
、
経
歴
・

事
跡
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
の
か
。
物

語
の
流
れ
と
史
実
を
見
据
え
な
が
ら
、
以
下
、
少
し
く
検
討
を
加
え
て
い
き

た
い
。

二

　
『
源
氏
物
語
』
の
「
お
こ
り
」
に
つ
い
て
、『
河
海
抄
』
は
次
の
説
を
提
示

し
て
い
る
。

一�

此
物
語
の
お
こ
り
に
説
々
あ
り
と
い
へ
と
も
西
宮
左
大
臣（
源
高
明
）安

和
二
年
大
宰
権
帥
に
左
遷
せ
ら
れ
給
し
か
は
藤
式
部
（
紫
式
部
）
お
さ

な
く
よ
り
な
れ
た
て
ま
つ
り
て
思
な
け
き
け
る
比
大
斎
院
選
子
内
親
王

村
上
女
十
宮

よ
り
上
東
門
院
（
藤
原
彰
子
）
へ
め
つ
ら
か
な
る
草
子
や
侍
る
と
尋

申
さ
せ
給
け
る
に
う
つ
ほ
竹
と
り
や
う
の
古
物
か
た
り
は
め
な
れ
た

れ
は
あ
た
ら
し
く
つ
く
り
い
た
し
て
た
て
ま
つ
る
へ
き
よ
し
式
部
に

お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
は
石
山
寺
に
通
夜
し
て
こ
の
事
を
い
の
り
申
け
る
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に
お
り
し
も
八
月
十
五
夜
の
月
湖
水
に
う
つ
り
て
心
の
す
み
わ
た
る

ま
ゝ
に
物
か
た
り
の
風
情
空
に
う
か
ひ
け
る
を
わ
す
れ
ぬ
さ
き
に
と

て
仏
前
に
あ
り
け
る
大
般
若
の
料
紙
を
本
尊
に
申
う
け
て
ま
つ
す
ま

あ
か
し
の
両
巻
を
か
き
は
し
め
け
り
こ
れ
に
よ
り
て
須
磨
の
巻
に
こ

よ
ひ
は
十
五
夜
な
り
け
り
と
お
ほ
し
い
て
ゝ
と
は
侍
る
と
か
や
の
ち

に
罪
障
懺
悔
の
た
め
に
般
若
一
部
六
百
巻
を
み
つ
か
ら
か
き
て
奉
納

し
け
る
い
ま
に
彼
寺
に
あ
り
と
云
々�

（
料
簡
）

右
に
対
し
て
、
今
川
範
政
の
『
源
氏
物
語
提
要
』（
一
四
三
二
年
成
立（（
（

）
で
は

「
西
宮
殿
（
高
明
）
の
さ
す
ら
ひ
の
比
は
式
部
ま
た
お
さ
な
き
か
、
も
し
は
い

ま
た
む
ま
れ
さ
る
さ
き
の
事
な
る
へ
し
」（
発
端
）
と
年
代
の
相
違
が
指
摘
さ

れ
て
お
り
、
安
藤
為
章
も
『
紫
家
七
論
』（
一
七
〇
三
年
成
立（（
（

）
に
お
い
て

「
冷
泉
院
安
和
二
年
よ
り
、
寛
弘
元
年
ま
で
は
、
三
十
六
年
な
り
。
紫
日
記
を

も
つ
て
お
も
ふ
に
、
安
和
の
こ
ろ
式
部
た
と
ひ
生
れ
た
り
と
も
、
い
ま
だ
襁

褓
に
つ
ゝ
ま
れ
て
侍
ら
ま
し
。
幼
き
よ
り
西
宮
ど
の
（
高
明
）
に
馴
奉
れ
る

と
い
ふ
は
、
年
比
を
も
わ
き
ま
へ
ぬ
無
下
の
空
言
な
り
」（
正
伝
誤
説
）
と
論

駁
し
て
い
る
。
物
語
の
作
者
が
源
高
明
の
も
と
に
近
侍
し
て
い
た
か
ど
う
か

は
定
か
で
な
い
。『
河
海
抄
』
の
一
説
は
、
あ
く
ま
で
物
語
の
成
立
に
関
す
る

伝
承
・
伝
説
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、「
西
宮
左
大
臣
安
和
二
年
大
宰
権
帥
に

左
遷
せ
ら
れ
給
し
か
は
藤
式
部
お
さ
な
く
よ
り
な
れ
た
て
ま
つ
り
て
思
な
け

き
け
る
」
こ
と
が
、
物
語
起
筆
の
一
要
因
と
さ
れ
て
い
る
の
を
如
何
に
解
す

る
べ
き
か
。

　

試
み
に
、『
源
氏
物
語
』
の
須
磨
巻（（1
（

を
繙
く
と
、
冒
頭
近
く
、
都
を
離
れ
ん

と
す
る
光
源
氏
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

三
月
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
に
な
む
都
離
れ
た
ま
ひ
け
る
。
人
に
、

い
ま
と
し
も
知
ら
せ
た
ま
は
ず
、
た
だ
い
と
近
う
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
た

る
か
ぎ
り
七
八
人
ば
か
り
御
供
に
て
、
い
と
か
す
か
に
出
で
立
ち
た
ま

ふ
。�

（
②
一
六
三
）

光
源
氏
の
出
立
が
「
三
月
二
十
日
あ
ま
り
の
ほ
ど
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

『
花
鳥
余
情
』（
一
条
兼
良
著
、
一
四
七
二
年
成
立
、
一
四
九
七
年
再
訂（
（（
（

）
は

「
西
宮
左
大
臣
（
高
明
）
安
和
二
年
三
月
廿
六
日
左
遷
太
宰
府
云
々
」（
第
八
）

と
高
明
の
例
を
挙
げ
て
お
り
、
物
語
の
受
容
に
伴
い
、
光
源
氏
の
下
向
が
高

明
の
そ
れ
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
こ
と
を
見
て
取
れ
よ
う
。
伊
井
春
樹
氏（（1
（

の
「
紫

式
部
は
、
悲
劇
的
な
高
明
左
遷
事
件
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
、
光
源
氏
の
須

磨
・
明
石
流
謫
の
物
語
を
作
り
あ
げ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
読

者
た
ち
も
、
す
ぐ
に
光
源
氏
と
高
明
を
重
ね
あ
わ
せ
て
読
み
と
っ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
論
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
る
と
、『
河
海
抄
』
で
見
た

よ
う
に
、
実
は
高
明
を
紫
式
部
は
幼
少
時
代
よ
り
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
配
流
を
歎
い
て
い
た
が
故
に
、
物
語
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
説
へ
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
」
と
の
見
方
は
正
鵠
を
得
て
い
る
け
れ
ど

も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
光
源
氏
と
高
明
と
の
離
京
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
は

差
異
が
在
し
て
い
る
。

　

高
明
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
安
和
の
変
に
よ
っ
て
左
遷
の
憂
き
目
に
あ
う
。

安
和
二
年
（
九
六
九
）
三
月
二
十
五
日
、
二
十
六
日
の
こ
と
で
（『
日
本
紀

略
』
両
日
条
）、『
蜻
蛉
日
記
』（
（1
（

の
作
者
は
騒
動
の
模
様
を
次
の
如
く
書
き
記

し
て
い
る
。

　

廿
五
六
日
の
ほ
ど
に
、
西
の
宮
の
左
大
臣
（
高
明
）、
な
が
さ
れ
た
ま

ふ
。
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
、
天
の
下
ゆ
す
り
て
、
西
の
宮
へ
人
は
し

り
ま
ど
ふ
。
い
と
い
み
じ
き
こ
と
か
な
と
聞
く
ほ
ど
に
、
人
に
も
見
え

給
は
で
、
逃
げ
出
で
た
ま
ひ
に
け
り
。「
愛
宕
に
な
ん
」「
清
水
に
」
な

ど
ゆ
す
り
て
、
つ
ゐ
に
尋
ね
出
で
て
、
な
が
し
た
て
ま
つ
る
と
聞
く
に
、
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あ
い
な
し
と
思
ふ
ま
で
い
み
じ
う
か
な
し
く
、
心
も
と
な
き
身
だ
に
、

か
く
思
ひ
知
り
た
る
人
は
、
袖
を
ぬ
ら
さ
ぬ
と
い
ふ
た
ぐ
ひ
な
し
。
あ

ま
た
の
御
子
ど
も
も
、
あ
や
し
き
国
〴
〵
の
空
に
な
り
つ
ゝ
行
く
ゑ
も

知
ら
ず
散
り
〴
〵
別
れ
た
ま
ふ
。
あ
る
は
御
髪
お
ろ
し
な
ど
、
す
べ
て
、

い
へ
ば
お
ろ
か
に
い
み
じ
。
大
臣
も
法
師
に
な
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ど
、

し
ゐ
て
帥
に
な
し
た
て
ま
つ
り
て
追
い
下
し
た
て
ま
つ
る
。
そ
の
こ
ろ

を
ゐ
、
た
ゞ
そ
の
事
に
て
す
ぎ
ぬ
。
身
の
上
を
の
み
す
る
日
記
に
は
入

る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
か
な
し
と
お
も
ひ
い
り
し
も
誰
な
ら
ね
ば
、

し
る
し
を
く
な
り
。�

（
中
九
七

－

九
八
）

「
大
臣
も
法
師
に
な
り
た
ま
ひ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
高
明
は
出
家
し
て
許
し
を

請
う
が
、
そ
の
甲
斐
な
く
大
宰
府
へ
赴
く
こ
と
と
な
っ
た
。
で
は
、
光
源
氏

の
場
合
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

葵
巻
で
父
桐
壺
帝
が
譲
位
し
、
兄
東
宮
（
朱
雀
院
）
が
即
位
。
続
く
賢
木

巻
で
父
院
が
崩
御
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
弘
徽
殿
大
后
と
そ
の
父
右
大
臣
が

権
勢
を
ふ
る
い
、
光
源
氏
・
左
大
臣
方
は
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
か
か

る
状
況
に
あ
っ
て
、
朧
月
夜
尚
侍
と
の
密
会
が
露
見
。
大
い
に
怒
っ
た
弘
徽

殿
大
后
は
「
こ
の
つ
い
で
に
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
構
へ
出
で
む
に
よ
き
た
よ

り
な
り
と
思
し
め
ぐ
ら
す
べ
し
」（
②
一
四
九
）
と
、
光
源
氏
放
逐
の
一
計
を

案
ず
る
。
そ
の
た
め
か
、「
官
爵
を
と
ら
れ
」（
②
一
六
五
）、「
位
な
き
人
」

（
②
一
七
三
）
と
な
っ
た
光
源
氏
は
、「
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ
と
も
や
と
思
し
」

（
②
一
六
一
）、
退
去
を
決
意
す
る
に
至
っ
た（（1
（

（
須
磨
巻
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
高
明
と
光
源
氏
と
は
都
を
後
に
す
る
け
れ
ど
も
、
一
方
は

左
降
、
他
方
は
官
職
・
位
階
を
召
し
上
げ
ら
れ
た
後
、「
こ
れ
よ
り
ま
さ
る
こ

と
」
を
お
そ
れ
て
の
自
主
退
去
で
あ
り
、
次
第
を
異
に
し
て
い
る
。
で
は
、

帰
京
後
の
動
静
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

明
石
巻
終
盤
で
赦
免
の
宣
旨
が
下
り
、
都
へ
戻
っ
た
光
源
氏
は
旧
官
（
参

議
右
大
将
）
に
復
し
、
権
大
納
言
に
昇
任
す
る
。
続
く
澪
標
巻
で
朱
雀
帝
は

譲
位
を
決
断
し
、
東
宮
（
冷
泉
院
）
が
即
位
。
結
果
、
光
源
氏
は
内
大
臣
と

な
り
、
賢
木
巻
で
「
公
私
ひ
き
か
へ
た
る
世
の
あ
り
さ
ま
に
、
も
の
う
く
思

し
て
、
致
仕
の
表
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
」（
②
一
三
八
）
た
前
左
大
臣
も
摂
政

太
政
大
臣
と
し
て
官
界
に
復
帰
。
以
後
、
光
源
氏
は
「
朝
廷
の
御
後
見
」
と

し
て
冷
泉
帝
を
輔
佐
す
る（（1
（

。

　

一
方
、
高
明
は
安
和
の
変
の
二
年
後
、
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
十
月
二
十

九
日
に
召
還
さ
れ
て
、
翌
年
四
月
二
十
日
に
帰
京
し
た
後
、
天
元
五
年
（
九

八
二
）
十
二
月
十
八
日
、
六
十
九
歳
で
薨
去
（『
日
本
紀
略
』
各
日
条
）。
光

源
氏
と
異
な
り
、
廟
堂
に
返
り
咲
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

斯
様
に
、
光
源
氏
と
高
明
と
は
、
更
衣
腹
の
一
世
源
氏
で
、
と
も
に
訳
あ
っ

て
都
を
離
れ
た
人
物
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
両
者
の
退
京
に
至
る
ま
で
の
経
緯

は
懸
隔
し
て
い
て
、
帰
京
後
の
動
き
に
も
ズ
レ
が
見
ら
れ
る
。
土
方
洋
一
氏（（1
（

が
「
物
語
の
表
現
の
上
で
は
、
明
ら
か
に
高
明
の
事
跡
を
踏
ま
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
叙
述
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
と
指
摘
し
う
る
叙
述

と
し
て
は
菅
原
道
真
な
ど
の
事
跡
の
引
用
の
ほ
う
が
多
い
」
と
指
摘
す
る
よ

う
に
、
物
語
で
は
、「
お
は
す
べ
き
所
は
、
行
平
の
中
納
言
の
藻
塩
た
れ
つ
つ

わ
び
け
る
家
居
近
き
わ
た
り
な
り
け
り
」（
②
一
八
七
）
の
引
歌
表
現
（『
古

今
和
歌
集
（
（1
（

』）
や
、「「
恩
賜
の
御
衣
は
今
此
に
在
り
」
と
誦
じ
つ
つ
入
り
た
ま

ひ
ぬ
。
御
衣
は
ま
こ
と
に
身
に
は
な
た
ず
、
か
た
は
ら
に
置
き
た
ま
へ
り
」

（
②
二
〇
三
）
の
漢
籍
引
用
（『
菅
家
後
集
（
（1
（

』）
に
よ
っ
て
、
在
原
行
平
や
菅
原

道
真
の
イ
メ
ー
ジ
が
濃
や
か
に
な
っ
て
い
る（（1
（

。

　

そ
の
点
で
、『
河
海
抄
』
に
お
け
る
、

光
源
氏
を
左
大
臣
（
高
明
）
に
な
そ
ら
へ
紫
上
を
式
部
か
身
に
よ
そ
へ
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て
周
公
旦
白
居
易
の
い
に
し
へ
を
か
ん
か
へ
在
納
言
（
在
原
行
平
）
菅

丞
相
（
菅
原
道
真
）
の
た
め
し
を
ひ
き
て
か
き
い
た
し
け
る
な
る
へ
し

�

（
料
簡
）

と
の
考
え
方
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
理
に
適
っ
て
い
る
。
だ
が
、
高
明
と
光

源
氏
と
の
離
京
前
・
帰
京
後
の
動
静
を
確
認
し
た
限
り
で
は
、
両
者
が
「
光

源
氏
を
左
大
臣
に
な
そ
ら
へ
」
と
見
な
す
に
足
る
、
密
接
な
つ
な
が
り
を
有

し
て
い
る
と
は
決
し
て
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

　

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
官
爵
を
と
ら
れ
」（
②
一
六
五
）、「
位
な
き
人
」

（
②
一
七
三
）
と
な
っ
た
光
源
氏
は
、「
世
の
中
い
と
わ
づ
ら
は
し
く
は
し
た

な
き
こ
と
の
み
ま
さ
れ
ば
、
せ
め
て
知
ら
ず
顔
に
あ
り
経
て
も
、
こ
れ
よ
り

ま
さ
る
こ
と
も
や
と
思
し
」（
②
一
六
一
）、
須
磨
退
去
を
決
心
す
る
。
官
位

の
は
く
奪
に
至
っ
た
経
緯
は
詳
ら
か
で
な
い
が
、
橋
姫
巻
の
記
述
、

　

源
氏
の
大
殿
（
光
源
氏
）
の
御
弟
、
八
の
宮
と
ぞ
聞
こ
え
し
を
、
冷

泉
院
の
春
宮
に
お
は
し
ま
し
し
時
、
朱
雀
院
の
大
后
（
弘
徽
殿
大
后
）

の
横
さ
ま
に
思
し
か
ま
へ
て
、
こ
の
宮
を
世
の
中
に
立
ち
継
ぎ
た
ま
ふ

べ
く
、
わ
が
御
時
、
も
て
か
し
づ
き
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
け
る
騒
ぎ
に
、

あ
い
な
く
、
あ
な
た
ざ
ま
の
御
仲
ら
ひ
に
は
さ
し
放
た
れ
た
ま
ひ
に
け

れ
ば
、
い
よ
い
よ
か
の
御
次
々
に
な
り
は
て
ぬ
る
世
に
て
、
え
ま
じ
ら

ひ
た
ま
は
ず
、
ま
た
、
こ
の
年
ご
ろ
、
か
か
る
聖
に
な
り
は
て
て
、
今

は
限
り
と
よ
ろ
づ
を
思
し
棄
て
た
り
。�

（
⑤
一
二
五
）

を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、「
さ
る
べ
き
こ
と
ど
も
構
へ
出
で
む
」（
②
一
四
九
）

と
し
た
弘
徽
殿
大
后
の
所
為
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
、
源
高
明
は
如
何
な
る
事
由
で
大
宰
権
帥
に
左
遷
さ
れ
た
の
か
。
先

刻
引
用
の
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、「
廿
五
六
日
の
ほ
ど
に
、
西
の
宮
の
左
大
臣

（
源
高
明
）、
な
が
さ
れ
た
ま
ふ
」（
中
九
七
）
と
あ
る
だ
け
で
、
具
体
的
な
原

因
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
日
本
紀
略
』
安
和
二
年
（
九
六
九
）
三
月

二
十
五
日
、
二
十
六
日
条（
11
（

を
見
る
と
、

廿
五
日
壬
寅
。
以
左
大
臣
兼
左
近
衛
大
将
源
高
明
。
為
大
宰
員
外
帥
。

以
右
大
臣
藤
原
師
尹
為
左
大
臣
。
以
大
納
言
同
在
衡
為
右
大
臣
。
左
馬

助
源
満
仲
。
前
武
蔵
介
藤
原
善
時
等
。
密
告
中
務
少
輔
源
連
。
橘
繁
延

等
謀
反
由
。
仍
右
大
臣
（
藤
原
師
尹
）
以
下
諸
卿
忽
以
参
入
。
被
行
諸

陣
三
寮
警
固
々
関
等
事
。
令
参
議
（
藤
原
）
文
範
。
遣
密
告
文
於
太
政

大
臣
（
藤
原
実
頼
）
職
曹
司
。
諸
門
禁
出
入
。
検
非
違
使
捕
進
繁
延
僧

蓮
茂
等
。
仍
参
議
文
範
。（
源
）
保
光
両
大
弁
也
。
於
左
衛
門
府
勘
問
之
。
無
所

避
。
伏
其
罪
。
又
検
非
違
使
源
満
季
捕
進
前
相
模
介
藤
原
千
晴
。
男
久

頼
。
及
随
兵
等
禁
獄
。
又
召
内
記
有
勅
符
木
契
等
事
。
禁
中
騒
動
。
殆

如
天
慶
之
大
乱
。

廿
六
日
癸
卯
。
文
範
。
保
光
重
以
勘
問
繁
延
等
。
又
令
出
春
宮
読
経
僧

等
。
左
右
馬
寮
御
馬
各
十
疋
置
鞍
。
令
候
左
衛
門
陣
。
職
又
武
射
人
々

令
候
鳥
曹
司
。
今
日
。
丞
相
（
高
明
）
出
家
。
未
刻
。
於
職
曹
司
有
宣

命
幷
除
目
叙
位
。
是
日
。
左
衛
門
陣
東
方
屛
十
九
間
無
故
顛
倒
。

と
あ
り
、
源
連
・
橘
繁
延
等
の
謀
反
に
坐
し
た
こ
と
は
窺
知
し
得
る
も
の
の
、

如
何
な
る
か
た
ち
で
関
与
し
た
か
が
詳
ら
か
で
な
く
、
全
容
を
把
握
で
き
な

い
。
そ
こ
で
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
一
「
月
の
宴
（
1（
（

」
を
繙
く
と
、
事
件
の
顛
末

が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
ほ
ど
に
、
世
の
中
に
い
と
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
ぞ
言
ひ
出
で
た

る
や
。
そ
れ
は
、
源
氏
の
左
大
臣
（
高
明
）
の
、
式
部
卿
宮
の
御
事
を

思
し
て
、
朝
廷
を
傾
け
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思
し
か
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
出
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で
来
て
、
世
に
い
と
聞
き
に
く
く
の
の
し
る
。「
い
で
や
、
よ
に
さ
る
け

し
か
ら
ぬ
こ
と
あ
ら
じ
」
な
ど
、
世
人
申
し
思
ふ
ほ
ど
に
、
仏
神
の
御

ゆ
る
し
に
や
、
げ
に
御
心
の
中
に
も
あ
る
ま
じ
き
御
心
や
あ
り
け
ん
、

三
月
二
十
六
日
に
こ
の
左
大
臣
殿
に
検
非
違
使
う
ち
囲
み
て
、
宣
命
読

み
の
の
し
り
て
、「
朝
廷
を
傾
け
た
て
ま
つ
ら
ん
と
か
ま
ふ
る
罪
に
よ
り

て
、
大
宰
権
帥
に
な
し
て
流
し
遣
は
す
」
と
い
ふ
こ
と
を
読
み
の
の
し

る
。
今
は
御
位
も
な
き
定
な
れ
ば
と
て
、
網
代
車
に
乗
せ
た
て
ま
つ
り

て
、
た
だ
行
き
に
率
て
た
て
ま
つ
れ
ば
、
式
部
卿
宮
の
御
心
地
、
お
ほ

か
た
な
ら
ん
に
て
だ
に
い
み
じ
と
思
さ
る
べ
き
に
、
ま
い
て
わ
が
御
事

に
よ
り
て
出
で
来
た
る
こ
と
と
思
す
に
、
詮
方
な
く
思
さ
れ
て
、
わ
れ

も
わ
れ
も
と
出
で
立
ち
騒
が
せ
た
ま
ふ
。�

（
①
六
七

－

六
八
）

　
「
式
部
卿
宮
」
は
村
上
天
皇
の
第
四
皇
子
・
為
平
親
王
（
母
は
藤
原
師
輔
の

女
、
安
子
）。
康
保
二
年
（
九
六
五
）
八
月
二
十
七
日
、
高
明
の
加
冠
に
よ
っ

て
十
五
歳
で
元
服
し（11
（

、
翌
年
十
一
月
二
十
五
日
に
同
人
の
女
と
結
婚
。
父
母

の
例（11
（

に
倣
っ
て
宮
中
で
婚
礼
を
あ
げ
て
い
る（11
（

。

　

斯
様
に
、
高
明
と
姻
戚
関
係
を
有
す
る
為
平
親
王
は
、
従
前
、「
后
宮
（
藤

原
安
子
）
も
帝
（
村
上
天
皇
）
も
、
四
の
宮
（
為
平
親
王
）
を
か
ぎ
り
な
き

も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
」（『
栄
花
物
語
』
①
三
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、

父
帝
・
母
后
の
寵
愛
厚
く
、「
冷
泉
院
の
御
次
に
、
ま
づ
東
宮
に
も
立
ち
た
ま

ふ
べ
き
」（『
大
鏡
』
一
三
〇
（
11
（

）
と
も
目
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
康
保
四
年

（
九
六
七
）
五
月
二
十
五
日
、
村
上
天
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
兄
憲
平
親
王
（
冷

泉
天
皇
）
が
践
祚
し
、
同
年
九
月
一
日
、
東
宮
に
冊
立
さ
れ
た
の
は
、
為
平

親
王
の
同
腹
の
弟
・
守
平
親
王
（
円
融
天
皇
）
で
あ
る
（『
日
本
紀
略
』
各
日

条
）。

　

い
っ
た
い
、
為
平
親
王
は
「
帝
が
ね
」（『
栄
花
物
語
』
①
六
六
）
と
し
て

将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
立
太
子
で
き
な
か
っ

た
の
か
。『
大
鏡
』
の
師
輔
伝
を
繙
読
す
る
と
、
そ
の
内
幕
が
次
の
と
お
り
示

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
后
（
安
子
）
の
御
腹
に
は
、
式
部
卿
宮
（
為
平
親
王
）
こ
そ
は
、

冷
泉
院
の
御
次
に
、
ま
づ
東
宮
に
も
立
ち
た
ま
ふ
べ
き
に
、
西
宮
殿
（
高

明
）
の
御
婿
に
お
は
し
ま
す
に
よ
り
て
、
御
弟
の
次
の
宮
（
守
平
親
王
）

に
引
き
越
さ
れ
さ
せ
た
ま
へ
る
ほ
ど
な
ど
の
事
ど
も
、
い
と
い
み
じ
く

侍
り
。
そ
の
故
は
、
式
部
卿
宮
、
帝
に
居
さ
せ
た
ま
ひ
な
ば
、
西
宮
殿

の
族
に
世
の
中
移
り
て
、
源
氏
の
御
栄
え
に
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
御
舅

た
ち
（
藤
原
伊
尹
・
兼
通
・
兼
家
等
）
の
魂
、
深
く
非
道
に
、
御
弟
を

ば
引
き
越
し
申
さ
せ
奉
ら
せ
た
ま
へ
る
ぞ
か
し
。
世
の
中
に
も
、
宮
の

内
に
も
、
殿
ば
ら
の
お
ぼ
し
構
へ
け
る
を
ば
、
い
か
で
か
は
知
ら
む
。

「
次
第
の
ま
ま
に
こ
そ
は
」
と
、
式
部
卿
宮
の
御
事
を
ば
思
ひ
申
し
た
り

し
に
、
俄
か
に
、「
若
宮
（
守
平
親
王
）
の
御
髪
掻
い
削
り
た
ま
へ
」
な

ど
、
御
乳
母
た
ち
に
仰
せ
ら
れ
て
、
大
入
道
殿
（
兼
家
）、
御
車
に
打
ち

乗
せ
奉
り
て
、
北
の
陣
よ
り
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
な
ど
こ
そ
、
伝
え

承
け
た
ま
は
り
し
か
。�

（
一
三
〇

－

一
三
一
）

　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
11
（

』
の
頭
注
に
「
高
明
女
に
男
皇
子
が
誕
生
し
帝

位
に
つ
い
た
な
ら
、
政
権
は
源
氏
方
に
移
っ
て
し
ま
う
。
外
戚
政
治
な
ら
で

は
の
危
惧
」（
一
五
三
）
と
あ
る
如
く
、『
大
鏡
』
は
、
政
権
移
動
を
憂
慮
す

る
人
々
に
よ
っ
て
立
坊
が
阻
止
さ
れ
、
そ
の
後
、「
い
と
恐
ろ
し
く
、
悲
し
き

御
事
ど
も
（
安
和
の
変
）
出
で
来
に
し
」（
一
三
一
）
と
の
認
識
に
立
つ
。
一

方
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
一
「
月
の
宴
」
で
は
、

（
村
上
天
皇
ノ
）
御
心
地
い
と
重
け
れ
ば
、
小
野
宮
の
大
臣
（
藤
原
実

頼
）
忍
び
て
奏
し
た
ま
ふ
。「
も
し
非
常
の
事
も
お
は
し
ま
さ
ば
、
東
宮
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に
は
誰
を
か
」
と
御
気
色
た
ま
は
り
た
ま
へ
ば
「
式
部
卿
宮
（
為
平
親

王
）
と
こ
そ
は
思
ひ
し
か
ど
、
今
に
お
き
て
は
え
ゐ
た
ま
は
じ
。
五
の

宮
（
守
平
親
王
）
を
な
ん
し
か
思
ふ
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
う
け
た
ま

は
り
た
ま
ひ
ぬ
。�

（
①
五
八
）

と
、
次
期
東
宮
に
つ
い
て
村
上
天
皇
が
判
断
を
下
し
て
お
り
、
前
書
と
食
い

違
う
も
の
の
、「
源
氏
の
左
大
臣
の
、
式
部
卿
宮
の
御
事
を
思
し
て
、
朝
廷
を

傾
け
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思
し
か
ま
ふ
と
い
ふ
こ
と
出
で
来
て
」（
①
六
七
）
の

記
述
に
よ
る
と
、
立
太
子
問
題
を
事
件
の
発
端
と
す
る
点
は
重
な
っ
て
い
よ

う
。

　

た
だ
、
実
際
問
題
と
し
て
、
高
明
が
「
朝
廷
を
傾
け
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思

し
か
ま
」
え
た
か
否
か
、
真
偽
の
程
は
不
明
で
、『
大
鏡
』
師
尹
伝
の
記
述
、

こ
の
大
臣
（
藤
原
師
尹
）、
忠
平
の
お
と
ど
の
五
郎
、「
小
一
条
の
大
臣
」

と
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
め
り
。
御
母
、
九
条
殿
（
藤
原
師
輔
）
に
同
じ
。

大
臣
の
位
に
て
三
年
。
左
大
臣
に
遷
り
た
ま
ふ
事
、
西
宮
殿
（
源
高
明
）、

筑
紫
へ
下
り
た
ま
ふ
御
替
り
な
り
。
そ
の
御
事
の
乱
れ
は
、
こ
の
小
一

条
の
お
と
ど
の
言
ひ
出
で
た
ま
へ
る
と
ぞ
、
世
の
人
き
こ
え
し
。
さ
て
、

そ
の
年
も
過
ぐ
さ
ず
亡
せ
た
ま
ふ
事
を
こ
そ
申
す
め
り
し
か
。
そ
れ
も

ま
こ
と
に
や
。�
（
九
七
）

を
裏
付
け
る
史
料
は
今
以
て
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
土
田
直
鎮
氏（
11
（

の
「
冷
泉

天
皇
は
病
弱
で
譲
位
も
間
近
い
と
思
わ
れ
、
関
白
太
政
大
臣
藤
原
実
頼
も
天

皇
の
外
戚
で
は
な
く
老
齢
な
の
で
、
実
頼
を
除
け
ば
筆
頭
の
大
臣
で
あ
る
高

明
を
除
く
た
め
に
、
為
平
親
王
を
皇
位
に
つ
け
よ
う
と
策
動
し
た
と
い
う
名

目
で
そ
の
失
脚
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
の
指
摘
に
従
え
ば
、
よ
し
ん

ば
高
明
に
二
心
が
な
く
、
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
為
平
親
王
と

の
姻
戚
関
係
が
禍
し
、
騒
動
を
招
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
高
明
は
立
太
子
問
題
を
端
緒
と
す
る
風
波
に
よ
っ
て
都

か
ら
放
逐
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
後
宮
政
策
を

結
実
さ
せ
て
、
賜
姓
源
氏
で
あ
り
な
が
ら
東
宮
の
外
祖
父
と
な
っ
た
の
が
、

『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
・
光
源
氏
で
あ
る
。

四

　

澪
標
巻
で
明
石
姫
君
の
誕
生
を
知
っ
た
光
源
氏
は
、「
宿
曜
に
「
御
子
三

人
、
帝
、
后
か
な
ら
ず
並
び
て
生
ま
れ
た
ま
ふ
べ
し
。
中
の
劣
り
は
太
政
大

臣
に
て
位
を
極
む
べ
し
」
と
勘
へ
申
し
た
り
し
こ
と
」（
②
二
八
五
）
を
想
起

し
、「
か
し
こ
き
筋
に
も
な
る
べ
き
」（
②
二
八
六
）
姫
君
の
た
め
に
、
自
ら

乳
母
を
選
定
し
明
石
の
地
に
派
遣
。
五
十
日
の
祝
い
に
も
使
者
を
立
て
て
い

る
。
そ
の
後
、
姫
君
は
母
（
明
石
君
）、
祖
母
（
明
石
尼
君
）
と
と
も
に
大
堰

の
邸
に
移
住
（
松
風
巻
）。
母
子
の
も
と
を
訪
れ
、「
い
か
に
せ
ま
し
、
隠
ろ

へ
た
る
さ
ま
に
て
生
ひ
出
で
む
が
心
苦
し
う
口
惜
し
き
を
、
二
条
院
に
渡
し

て
心
の
ゆ
く
限
り
も
て
な
さ
ば
、
後
の
お
ぼ
え
も
罪
免
れ
な
む
か
し
」（
②
四

一
四

－

四
一
五
）
と
考
え
た
光
源
氏
は
、
姫
君
を
紫
上
の
養
女
と
し
て
引
き

取
り
、
袴
着
の
式
を
あ
げ
る
（
薄
雲
巻
）。
然
る
後
、
姫
君
は
紫
上
の
養
育
を

受
け
、
梅
枝
巻
で
裳
着
、
続
く
藤
裏
葉
巻
で
東
宮
（
今
上
帝
）
に
入
内
し
、

男
御
子
を
出
産
（
若
菜
上
巻
）。
爾
後
、
東
宮
の
即
位
に
伴
い
、
男
御
子
が
立

太
子
し
、
光
源
氏
は
東
宮
の
外
祖
父
と
な
る
（
若
菜
下
巻
）。

　

い
っ
た
い
、
な
に
ゆ
え
に
光
源
氏
は
、
賜
姓
源
氏
で
あ
り
な
が
ら
東
宮
の

外
戚
の
座
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
要
因
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る

の
は
、
娘
の
明
石
姫
君
が
男
御
子
を
出
産
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

今
上
帝
の
も
と
に
は
、
姫
君
の
他
に
、
麗
景
殿
女
御
（
左
大
臣
の
三
女
）、

更
衣
、
内
裏
の
君
（
尚
侍
。
鬚
黒
の
三
女
、
玉
鬘
腹
の
次
女
）
が
入
内
・
出



― 175 ―

仕
し
て
お
り
、
姫
君
と
の
間
に
春
宮
（
第
一
皇
子
）、
女
一
宮
、
式
部
卿
宮

（
第
二
皇
子
）、
匂
宮
（
第
三
皇
子
）、
中
務
宮
（
第
五
皇
子
）
を
、
麗
景
殿
女

御
と
の
間
に
女
二
宮
を
、
更
衣
と
の
間
に
常
陸
宮
（
第
四
皇
子
）
を
そ
れ
ぞ

れ
儲
け
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
東
宮
時
代
か
ら
侍
し
て
い
る
の
は
麗
景
殿
女

御
（
梅
枝
巻
）
と
姫
君
（
藤
裏
葉
巻
）
の
二
人
で
、
即
位
前
に
生
を
享
け
た

男
御
子
は
、
姫
君
腹
の
第
一
皇
子
と
第
二
皇
子
の
み
。
こ
れ
に
よ
り
、
御
代

が
わ
り
の
際
、
今
上
帝
の
第
一
皇
子
が
東
宮
に
立
つ
条
件
を
一
つ
満
た
す
こ

と
と
な
る
。

　

次
に
考
え
ら
れ
る
要
因
は
、
冷
泉
院
に
「
次
の
君
と
な
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き

皇
子
」（
④
一
六
四
）
が
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
院
の
も
と
に
は
、
弘

徽
殿
女
御
（
頭
中
将
の
女
、
母
は
右
大
臣
の
四
君
）
の
他
、
秋
好
中
宮
（
前

坊
の
女
、
母
は
六
条
御
息
所
）、
王
女
御
（
式
部
卿
宮
の
次
女
、
母
は
大
北
の

方
）、
左
大
臣
の
女
御
、
大
君
（
鬚
黒
の
次
女
、
玉
鬘
腹
の
長
女
）
が
入
内
・

参
院
し
て
お
り
、
弘
徽
殿
女
御
と
の
間
に
女
一
宮
を
、
大
君
と
の
間
に
女
二

宮
、
今
宮
（
男
御
子
）
を
そ
れ
ぞ
れ
儲
け
て
い
る
。
だ
が
、
次
の
記
述
、

㋑
年
ご
ろ
あ
り
て
、
ま
た
男
御
子
産
み
た
ま
ひ
つ
。
そ
こ
ら
さ
ぶ
ら
ひ
た

ま
ふ
御
方
々
に
か
か
る
こ
と
な
く
て
年
ご
ろ
に
な
り
に
け
る
を
、
お
ろ

か
な
ら
ざ
り
け
る
御
宿
世
な
ど
世
人
お
ど
ろ
く
。
帝
（
冷
泉
院
）
は
、

ま
し
て
限
り
な
く
め
づ
ら
し
と
、
こ
の
今
宮
を
ば
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ

り
。
お
り
ゐ
た
ま
は
ぬ
世
な
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
か
ひ
あ
ら
ま
し
、

今
は
何
ご
と
も
は
え
な
き
世
を
、
い
と
口
惜
し
と
な
ん
思
し
け
る
。

�

（
竹
河
⑤
一
〇
四

－

一
〇
五
）

㋺
は
か
な
く
て
、
年
月
も
重
な
り
て
、
内
裏
の
帝
（
冷
泉
院
）
御
位
に
即

か
せ
た
ま
ひ
て
、
十
八
年
に
な
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。「
次
の
君
と
な
ら
せ
た

ま
ふ
べ
き
皇
子
お
は
し
ま
さ
ず
、
も
の
の
は
え
な
き
に
、
世
の
中
は
か

な
く
お
ぼ
ゆ
る
を
、
心
や
す
く
思
ふ
人
々
に
も
対
面
し
、
私
ざ
ま
に
心

を
や
り
て
、
の
ど
か
に
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
く
な
む
」
と
、
年
ご
ろ
思
し
の

た
ま
は
せ
つ
る
を
、
日
ご
ろ
い
と
重
く
な
や
ま
せ
た
ま
ふ
こ
と
あ
り
て
、

に
は
か
に
お
り
ゐ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。�

（
若
菜
下
④
一
六
四
）

に
よ
る
と
、
男
御
子
の
出
生
は
退
位
後
の
こ
と（
㋑
）で
、
譲
位
の
時
点
で
は

ま
だ
誕
生
し
て
お
ら
ず（
㋺
）、
そ
れ
ゆ
え
、
今
上
帝
の
第
一
皇
子
が
立
坊
す

る
運
び
と
な
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
光
源
氏
は
東
宮
の
外
戚
と
な
り
、
明
石
姫
君
も
御
法
巻
ま
で

に
立
后
を
果
た
す
が
、
で
は
、
現
実
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
賜

姓
源
氏
が
天
皇
・
東
宮
の
外
戚
、
中
宮
に
な
っ
た
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き

る
の
か
。

　

試
み
に
、
土
田
直
鎮
氏（
11
（

の
「
天
皇
の
外
戚
と
い
う
立
場
が
特
に
大
き
な
政

治
的
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
藤
原
良
房
が
文
徳
天
皇
の
外
伯
父

と
し
て
太
政
大
臣
と
な
り
、
つ
い
で
幼
帝
清
和
天
皇
の
外
祖
父
と
し
て
摂
政

の
任
を
得
た
に
始
ま
る
（
中
略
）
天
皇
の
外
戚
の
地
位
は
院
政
期
以
降
は
、

院
の
父
権
・
王
権
の
拡
充
に
よ
っ
て
次
第
に
重
味
を
減
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
」

と
の
指
摘
に
従
い
、
文
徳
朝
か
ら
堀
河
朝
ま
で
の
天
皇
・
東
宮
の
生
母
を
確

認
す
る
と
、
十
九
名
の
う
ち
十
五
名
が
藤
原
氏
で
、
二
名
が
皇
族
、
源
氏
は
、

源
基
平
の
女
・
基
子
（
後
三
条
天
皇
の
女
御
、
東
宮
実
仁
親
王
の
母
）
と
、

源
顕
房
の
女
・
賢
子
（
藤
原
師
実
の
養
女
、
白
河
天
皇
の
中
宮
、
堀
河
天
皇

の
母
）
の
二
名
で
あ
っ
た
（
表
一
）。

　

前
者
の
子
・
実
仁
親
王
は
、
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
十
二
月
八
日
、
父

後
三
条
天
皇
の
譲
位
と
、
異
母
兄
・
貞
仁
親
王
（
白
河
天
皇
）
の
践
祚
に
伴

い
立
太
子
。
だ
が
、
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
十
一
月
八
日
、
疱
瘡
の
た
め

十
五
歳
で
薨
去
（『
扶
桑
略
記
』
各
日
条
）。
母
基
子
は
立
后
が
か
な
わ
ず
、
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外
祖
父
の
基
平
も
立
坊
時
に
は
す
で
に
薨
じ
て
い
た（11
（

。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
子
・
善
仁
親
王
（
堀
河
天
皇
）
は
、
応
徳
元
年

（
一
〇
八
四
）
九
月
二
十
二
日
、
母
を
病
で
亡
く
す
が
、
同
三
年
（
一
〇
八

六
）
十
一
月
二
十
六
日
、
東
宮
に
立
ち
、
白
河
天
皇
の
禅
譲
に
よ
っ
て
即
日

践
祚
。
母
賢
子
は
、
延
久
六
年
（
一
〇
七
四
）
六
月
二
十
日
、
中
宮
に
冊
立

さ
れ
て
お
り
（『
扶
桑
略
記
』
各
日
条
）、
右
記
の
条
件
に
合
致
す
る
（
表
二
）。

　

尤
も
、『
台
記
』
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
十
二
月
二
日
条（11
（

に
「
源
氏
ト
雖

モ
、
土
御
門
右
丞
相
（
源
師
房
）
ノ
子
孫
、
御
堂
（
藤
原
道
長
）
ノ
末
葉
ニ

入
ル
、
彼
ノ
右
府
、
宇
治
殿
（
藤
原
頼
通
）
ノ
御
子
タ
ル
故
ナ
リ
」
と
あ
る

如
く
、
源
師
房
の
一
統
は
藤
原
道
長
・
頼
通
父
子
と
姻
戚（1（
（

、
養
子
関
係
を
結

ん
で
お
り
、
顕
房
・
賢
子
親
子
が
そ
の
繋
が
り
を
足
場
と
し
て
、
天
皇
の
外

祖
父
、
中
宮
の
地
位
を
獲
得
し
た
こ
と
は
言
う
に
及
ば
な
い
。
賢
子
の
養
父
・

藤
原
師
実
の
ね
ら
い
は
、
天
皇
と
の
外
戚
関
係
の
構
築
、
そ
し
て
、
摂
関
就

任
に
あ
り
、
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
三
月
九
日
、
顕
房
の
娘
を
養
女
と
し
、

皇
太
子
貞
仁
親
王
（
白
河
天
皇
）
の
も
と
に
入
内
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
た
め

の
布
石
で
あ
る
（『
扶
桑
略
記
』
同
日
条
（
11
（

）。
ま
た
、
白
河
天
皇
の
譲
位
が
、

異
母
弟
の
輔
仁
親
王
を
据
え
置
き
、
我
が
子
・
善
仁
親
王
（
堀
河
天
皇
）
に

皇
位
を
継
承
す
る
た
め
の
目
論
見
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

つ
ま
り
は
、
顕
房
の
天
皇
の
外
祖
父
と
し
て
の
地
位
、
そ
し
て
、
賢
子
の
入

内
・
立
后
が
、
藤
原
北
家
御
堂
流
と
の
姻
戚
、
養
子
関
係
を
前
提
と
し
、
か

つ
、
師
実
や
白
河
天
皇
の
思
惑
が
絡
み
合
い
、
も
た
ら
さ
れ
た
点
に
注
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う（11
（

。

　

一
方
、
源
高
明
も
ま
た
藤
原
氏
と
の
姻
戚
関
係
を
有
し
て
お
り（11
（

、『
大
鏡
』

の
師
輔
伝
に
、

ま
た
、（
藤
原
師
輔
ノ
）
三
の
君
は
、
西
宮
殿
の
北
の
方
に
て
お
は
せ
し

【
表
一
】　
天
皇
・
東
宮
の
父
・
母
・
外
祖
父

天
皇
・
東
宮

父

母

外
祖
父

備
考

文
徳
天
皇

仁
明
天
皇

藤
原
順
子

藤
原
冬
嗣

清
和
天
皇

文
徳
天
皇

藤
原
明
子

藤
原
良
房

陽
成
天
皇

清
和
天
皇

藤
原
高
子

藤
原
長
良

光
孝
天
皇

仁
明
天
皇

藤
原
沢
子

藤
原
総
継

宇
多
天
皇

光
孝
天
皇

班
子
女
王

仲
野
親
王

醍
醐
天
皇

宇
多
天
皇

藤
原
胤
子

藤
原
高
藤

保
明
親
王

醍
醐
天
皇

藤
原
穏
子

藤
原
基
経

慶
頼
王

保
明
親
王

藤
原
仁
善
子
藤
原
時
平

朱
雀
天
皇

醍
醐
天
皇

藤
原
穏
子

藤
原
基
経

村
上
天
皇

　

同

　

同

　

同

冷
泉
天
皇

村
上
天
皇

藤
原
安
子

藤
原
師
輔

円
融
天
皇

　

同

　

同

　

同

花
山
天
皇

冷
泉
天
皇

藤
原
懐
子

藤
原
伊
尹

一
条
天
皇

円
融
天
皇

藤
原
詮
子

藤
原
兼
家

三
条
天
皇

冷
泉
天
皇

藤
原
超
子

　

同

敦
明
親
王

三
条
天
皇

藤
原
娍
子

藤
原
済
時

後
一
条
天
皇
一
条
天
皇

藤
原
彰
子

藤
原
道
長

後
朱
雀
天
皇
　

同

　

同

　

同

後
冷
泉
天
皇
後
朱
雀
天
皇
藤
原
嬉
子

　

同

後
三
条
天
皇
　

同

禎
子
内
親
王
三
条
天
皇

白
河
天
皇

後
三
条
天
皇
藤
原
茂
子

藤
原
公
成
母
茂
子
は
藤
原
能
信
の
養
女

実
仁
親
王

　

同

源
基
子

源
基
平

堀
河
天
皇

白
河
天
皇

藤
原
賢
子

源
顕
房

母
賢
子
は
藤
原
師
実
の
養
女
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【
表
二
】　
皇
后
・
中
宮
・
皇
太
夫
人
一
覧

天
皇

名

父

所
生

皇
太
夫
人

中
宮

皇
后

仁
明
天
皇

藤
原
順
子

藤
原
冬
嗣

文
徳
天
皇

嘉
祥　

三
年（
八
五
〇
）　

四
月
一
七
日

文
徳
天
皇

藤
原
明
子

藤
原
良
房

清
和
天
皇

天
安　

二
年（
八
五
八
）一
一
月　

七
日

清
和
天
皇

藤
原
高
子

藤
原
長
良

陽
成
天
皇

貞
観
一
九
年（
八
七
七
）　

正
月　

三
日

光
孝
天
皇

班
子
女
王

仲
野
親
王

宇
多
天
皇

仁
和　

三
年（
八
八
七
）一
一
月
一
七
日

宇
多
天
皇

藤
原
温
子

藤
原
基
経

寛
平　

九
年（
八
九
七
）　

七
月
二
六
日

醍
醐
天
皇

藤
原
穏
子

　

同

朱
雀
天
皇

村
上
天
皇

延
長
元
年（　
九
二
三
）　

四
月
二
六
日

村
上
天
皇

藤
原
安
子

藤
原
師
輔

冷
泉
天
皇

円
融
天
皇

天
徳
二
年（　
九
五
八
）一
〇
月
二
七
日

冷
泉
天
皇

昌
子
内
親
王
朱
雀
天
皇

康
保
四
年（　
九
六
七
）　

九
月　

四
日

円
融
天
皇

藤
原
媓
子

藤
原
兼
通

天
延
元
年（　
九
七
三
）　

七
月　

一
日

　

同

藤
原
遵
子

藤
原
頼
忠

天
元
五
年（　
九
八
二
）　

三
月
一
一
日

正
暦
元
年（　
九
九
〇
）一
〇
月　

五
日

一
条
天
皇

藤
原
定
子

藤
原
道
隆

正
暦
元
年（　
九
九
〇
）一
〇
月　

五
日

長
保
二
年（
一
〇
〇
〇
）　

二
月
二
五
日

　

同

藤
原
彰
子

藤
原
道
長

後
一
条
天
皇

後
朱
雀
天
皇

長
保
二
年（
一
〇
〇
〇
）　

二
月
二
五
日

三
条
天
皇

藤
原
妍
子

　

同

長
和
元
年（
一
〇
一
二
）　

二
月
一
四
日

　

同

藤
原
娍
子

藤
原
済
時

長
和
元
年（
一
〇
一
二
）　

四
月
二
七
日

後
一
条
天
皇
藤
原
威
子

藤
原
道
長

寛
仁
二
年（
一
〇
一
八
）一
〇
月
一
六
日

後
朱
雀
天
皇
禎
子
内
親
王
三
条
天
皇

後
三
条
天
皇

長
暦
元
年（
一
〇
三
七
）　

二
月
一
三
日

長
暦
元
年（
一
〇
三
七
）　

三
月　

一
日

　

同

藤
原
嫄
子

敦
康
親
王

養
父
藤
原
頼
通

長
暦
元
年（
一
〇
三
七
）　

三
月　

一
日

後
冷
泉
天
皇
章
子
内
親
王
後
一
条
天
皇

永
承
元
年（
一
〇
四
六
）　

七
月
一
〇
日

　

同

藤
原
寛
子

藤
原
頼
通

治
暦
四
年（
一
〇
六
八
）　

四
月
一
七
日

永
承
六
年（
一
〇
五
一
）　

二
月
一
三
日

　

同

藤
原
歓
子

藤
原
教
通

治
暦
四
年（
一
〇
六
八
）　

四
月
一
七
日

後
三
条
天
皇
馨
子
内
親
王
後
一
条
天
皇

延
久
元
年（
一
〇
六
九
）　

七
月　

三
日

承
保
元
年（
一
〇
七
四
）　

六
月
二
〇
日

白
河
天
皇

藤
原
賢
子

源
顕
房

養
父
藤
原
師
実
堀
河
天
皇

承
保
元
年（
一
〇
七
四
）　

六
月
二
〇
日
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を
、
御
子
産
み
て
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
よ
そ
の
人
は
君
達
の
御
為

凶
し
か
り
な
む
と
て
、
ま
た
御
妹
の
、
五
に
当
た
ら
せ
た
ま
ふ
愛
宮
と

申
し
し
に
移
ら
せ
た
ま
ひ
に
き
。�

（
一
三
八
）

と
あ
る
如
く
、
室
の
藤
原
師
輔
三
女
に
先
立
た
れ
た
後
、
そ
の
異
母
妹
・
愛

宮
（
五
女
）
を
後
添
い
に
迎
え
て
い
る
。
加
え
て
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
一

「
月
の
宴
」
の
記
述
、

か
か
る
ほ
ど
に
、
天
徳
二
年
七
月
二
十
七
日（11
（

に
ぞ
、
九
条
殿
の
女
御
、

后
に
立
た
せ
た
ま
ふ
。
藤
原
安
子
と
申
し
て
、
今
は
中
宮
と
聞
こ
え
さ

す
。
中
宮
大
夫
に
は
、
帝
の
御
は
ら
か
ら
の
高
明
親
王
と
聞
え
さ
せ
し
、

今
は
源
氏
に
て
、
例
人
に
て
お
は
す
る
ぞ
、
な
り
た
ま
ひ
に
け
る
。

�

（
①
三
〇

－

三
一
）

に
よ
れ
ば
、
藤
原
安
子
（
三
女
の
同
母
姉
）
の
立
后
に
際
し
、
中
宮
大
夫
を

拝
命
し
て
お
り
、
師
輔
・
安
子
親
子
と
は
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
っ
た（11
（

。
だ
が
、

天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
九
月
四
日
に
師
輔
が
、
康
保
元
年
（
九
六
四
）
四
月

二
十
九
日
に
安
子
が
、
そ
れ
ぞ
れ
他
界
。
娘
婿
の
為
平
親
王
は
、
師
輔
・
安

子
と
い
う
後
見
を
失
い
、
立
太
子
が
か
な
わ
ず（
11
（

、
高
明
も
安
和
の
変
に
よ
っ

て
左
遷
の
憂
き
目
を
見
る
こ
と
と
な
る
。

五

　

以
上
の
通
り
、
い
わ
ゆ
る
賜
姓
源
氏
が
天
皇
・
東
宮
の
外
祖
父
と
な
る
の

は
、
決
し
て
易
々
た
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
そ
の
点

で
、
先
に
挙
げ
た
源
顕
房
の
例
は
、
藤
原
北
家
御
堂
流
と
の
姻
戚
・
養
子
関

係
と
、
白
河
天
皇
・
藤
原
師
実
の
思
惑
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
は
い
え
、

右
の
条
件
を
満
た
し
て
お
り
、
注
目
に
値
す
る
。
た
だ
、
十
一
世
紀
の
後
半

に
至
る
ま
で
、
か
か
る
事
象
の
出
来
し
な
か
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
達

成
は
ま
こ
と
容
易
な
ら
ざ
る
も
の
で
、
顕
房
の
例
は
、
上
記
の
事
情
が
あ
っ

た
に
せ
よ
、
当
時
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
異
色
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ

る
摂
関
時
代
、
天
皇
・
東
宮
の
外
戚
の
座
を
占
め
る
藤
原
氏
に
、
賜
姓
源
氏

が
取
っ
て
代
わ
る
の
は
、
相
当
に
困
難
、
か
つ
、
過
酷
極
ま
る
こ
と
を
、
源

高
明
の
例
が
物
語
っ
て
い
る
。

　

さ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
主
人
公
・
光
源
氏
が
東
宮
の
外
祖
父

と
な
る
の
は
、
い
さ
さ
か
突
飛
で
、
非
現
実
的
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

平
安
時
代
、
特
に
仁
明
・
文
徳
両
朝
以
降
、
一
条
朝
ま
で
の
天
皇
・
東
宮
の

生
母
、
外
祖
父
は
、「
桓
武
已
後
天
下
の
国
母
お
ほ
く
は
大
職
冠
（
藤
原
鎌

足
）
の
御
末
也
忠
仁
公
（
藤
原
良
房
）
以
来
藤
氏
皆
外
祖
と
し
て
必
執
政
す

る
也
」（『
河
海
抄
』
第
九
）
と
あ
る
よ
う
に
、
藤
原
氏
が
圧
倒
的
多
数
を
占

め
て
お
り
（
表
一
）、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
賜
姓
源
氏
の
出
る
幕
で
は
な

か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
と
は
反
対
に
、

あ
く
ま
で
源
家
の
繁
栄
を
目
が
け
て
進
行
す
る
。
若
菜
下
巻
の
御
代
が
わ
り

に
伴
う
、
今
上
帝
第
一
皇
子
の
立
坊
は
、
そ
の
一
応
の
到
達
点
を
示
す
と
と

も
に
、「
忠
仁
公
以
来
藤
氏
皆
外
祖
と
し
て
必
執
政
す
る
」、
現
実
の
貴
族
社

会
に
対
し
て
の
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
と
な
っ
て
い
よ
う
。

　

い
っ
た
い
、
光
源
氏
は
、
藤
原
氏
の
政
治
手
法
（
所
謂
「
外
戚
政
策
」）
に

倣
っ
て
東
宮
の
外
祖
父
と
な
り
、
自
家
の
繁
栄
を
導
く
が
、
そ
れ
は
あ
る
い

は
、
高
明
の
歩
み
得
た
道
で
も
あ
ろ
う
。
無
論
、
今
上
帝
を
婿
に
持
つ
光
源

氏
と
異
な
り
、
高
明
は
親
王
の
外
舅
に
過
ぎ
ず
、
状
況
が
多
分
に
異
な
る
と

は
い
え
、「
式
部
卿
宮
（
為
平
親
王
）、
帝
に
居
さ
せ
た
ま
ひ
」（『
大
鏡
』
師

輔
伝
一
三
〇
）
て
、
高
明
女
と
の
間
に
皇
子
が
誕
生
す
れ
ば
、
将
来
、
光
源

氏
と
同
じ
道
を
歩
む
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
結
果
的
に
、
娘

婿
・
為
平
親
王
の
立
太
子
が
実
現
せ
ず
、
行
路
を
断
た
れ
て
し
ま
う
け
れ
ど
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も
、
天
皇
・
東
宮
の
外
戚
に
な
れ
る
か
否
か
、
そ
の
分
水
嶺
に
立
っ
た
点
は
、

光
源
氏
と
相
重
な
っ
て
い
よ
う
。

　

高
明
と
光
源
氏
と
は
、
と
も
に
更
衣
腹
の
一
世
源
氏
で
、
光
源
氏
は
今
上

帝
第
一
皇
子
の
外
祖
父
と
な
る
け
れ
ど
も
、
高
明
は
天
皇
・
東
宮
の
外
戚
に

な
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
、「
光
源
氏
な
ら
ぎ
る
皇
子
」
な
の
で
あ
る
。

注（
1
）�

引
用
は
、
高
田
信
敬
「
弘
安
源
氏
論
議（
管
見
・
簡
校
）」（
紫
式
部
学
会
編

『
源
氏
物
語
と
文
学
思
想 
研
究
と
資
料
―
古
代
文
学
論
叢
第
十
七
輯
―
』

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
る
。

（
2
）�

清
水
好
子
『
源
氏
物
語
論
』（
塙
書
房
、
一
九
六
六
年
）。

（
3
）�

引
用
は
、
玉
上
琢
彌
編
、
山
本
利
達
・
石
田
穰
二
校
訂
『
紫
明
抄 

河
海

抄
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
る
。

（
4
）�

源
高
明
の
母
は
、
醍
醐
天
皇
の
更
衣
・
源
周
子
（
嵯
峨
源
氏
、
源
唱
の
女
）。

（
5
）�

引
用
は
、
子
安
宣
邦
校
注
『
紫
文
要
領
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
に

よ
る
。

（
6
）�

秋
山
虔
「
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
」（『
東
京
女
子
大

学
日
本
文
学
』
第
六
十
二
号
、
一
九
八
四
年
九
月
）。

（
7
）�

小
山
敦
子
『
源
氏
物
語
の
研
究
―
創
作
過
程
の
探
求
―
』（
武
蔵
野
書

院
、
一
九
七
五
年
）。

（
8
）�

引
用
は
、
稲
賀
敬
二
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成 

今
川
範
政 

源
氏
物
語
提

要
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

（
9
）�

引
用
は
、
平
重
道
・
阿
部
秋
生
『
日
本
思
想
大
系 

近
世
神
道
論 

前
期
国

学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
に
よ
る
。

（
10
）�

引
用
は
、
阿
部
秋
生
・
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
・
鈴
木
日
出
男
校
注
・
訳
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集 

源
氏
物
語
①

－

⑥
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年

－

一

九
九
八
年
）
に
よ
る
。
算
用
数
字
は
巻
数
、
漢
数
字
は
頁
数
を
そ
れ
ぞ
れ
示

す
。

（
11
）�

引
用
は
、
中
野
幸
一
編
『
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊 

花
鳥
余
情 

源
氏
和
秘

抄 

源
氏
物
語
之
内
不
審
条
々 

源
語
秘
訣 

口
伝
抄
』（
武
蔵
野
書
院
、
一
九

七
八
年
）
に
よ
る
。

（
12
）�

伊
井
春
樹
『
源
氏
物
語
の
伝
説
』（
昭
和
出
版
、
一
九
七
六
年
）。

（
13
）�

引
用
は
、
長
谷
川
政
春
・
今
西
祐
一
郎
・
伊
藤
博
・
吉
岡
曠
校
注
『
新
日

本
古
典
文
学
大
系 

土
佐
日
記 

蜻
蛉
日
記 

紫
式
部
日
記 

更
級
日
記
』（
岩

波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。
漢
数
字
は
頁
数
を
示
す
。

（
14
）�

多
屋
頼
俊
「
源
氏
物
語
を
構
成
す
る
基
礎
的
思
想
」（『
源
氏
物
語
の
研
究
』

法
蔵
館
、
一
九
九
二
年
、
初
出
一
九
五
二
年
）、
阿
部
秋
生
『
源
氏
物
語
研
究

序
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
九
年
）、
む
し
ゃ
こ
う
じ
・
み
の
る
「
法

制
史
か
ら
み
た
光
源
氏
の
須
磨
行
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
三
十
七
巻
第
一

号
、
一
九
六
〇
年
一
月
）
等
参
照
。

（
15
）�

福
長
進
「
冷
泉
立
太
子
と
藤
壺
立
后
」（『
文
学
』
第
十
六
巻
第
一
号
、
二

〇
一
五
年
一
月
）
参
照
。

（
16
）�

土
方
洋
一
「
皇
子
た
ち
の
物
語
―
テ
ク
ス
ト
と
史
実
―
」（『
源
氏
物
語

の
テ
ク
ス
ト
生
成
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）。

（
17
）�

『
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
下
・
九
六
二
番
歌
。

�

　
　

田
村
の
御
時
に
、
事
に
当
り
て
、
津
国
の
須
磨
と
言

�

　
　

ふ
所
に
籠
り
侍
け
る
に
、
宮
の
う
ち
に
侍
け
る
人
に
、

�

　
　

遣
は
し
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
原
行
平
朝
臣

�
わ
く
ら
ば
に
問
人
あ
ら
ば
須
磨
の
浦
に
も
し
ほ
た
れ
つ
ゝ
侘
ぶ
と
こ
た
へ
よ

�
�

引
用
は
、
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系 

古
今
和

歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。

（
18
）�

『
菅
家
後
集
』「
九
月
十
日
」。

�

　

去
年
今
夜
侍
清
涼　
　

去
に
し
年
の
今
夜　

清
涼
に
侍
り
き
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�

　

秋
思
詩
篇
独
断
腸　
　

秋
の
思
ひ
の
詩
篇　

独
り
腸
を
断
つ

�

　

恩
賜
御
衣
今
在
此　
　

恩
賜
の
御
衣
は
今
此
に
在
り

�
　

捧
持
毎
日
拝
余
香　
　

捧
げ
持
ち
て
日
毎
に
余
香
を
拝
す

�
�

引
用
は
、
川
口
久
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系 

菅
家
文
草 

菅
家
後
集
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
に
よ
る
。

（
19
）�

注
10
付
録
、
今
井
源
衛
「
漢
籍
・
史
書
・
仏
典
引
用
一
覧
」
参
照
。

（
20
）�

引
用
は
、『
新
訂
増
補 

国
史
大
系 

日
本
紀
略 

後
篇
・
百
錬
抄
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
六
五
年
）
に
よ
る
。

（
21
）�

引
用
は
、
山
中
裕
・
秋
山
虔
・
池
田
尚
隆
・
福
長
進
校
注
・
訳
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集 

栄
花
物
語
①

－

③
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年

－一
九
九

八
年
）
に
よ
る
。
算
用
数
字
は
巻
数
、
漢
数
字
は
頁
数
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

（
22
）�

『
日
本
紀
略
』
康
保
二
年
（
九
六
五
）
八
月
二
十
七
日
条
「
廿
七
日
甲
子
。

為
平
親
王
加
元
服
。
叙
三
品
。
加
冠
大
納
言
（
源
）
高
明
。
理
髪
蔵
人
頭
（
源
）

延
光
朝
臣
。
親
王
以
下
参
入
。
輔
子
内
親
王
始
笄
」。

（
23
）�

『
日
本
紀
略
』
天
慶
三
年
（
九
四
〇
）
四
月
十
九
日
条
「
四
月
十
九
日
甲

寅
。
三
品
成
明
親
王
（
村
上
天
皇
）
於
飛
香
舎
娶
中
納
言
左
衛
門
督
藤
原
師

輔
卿
女
（
藤
原
安
子
）」。

（
24
）�

『
村
上
天
皇
御
記
』
康
保
三
年
（
九
六
六
）
十
一
月
二
十
五
日
条
「
廿
五

日
。
此
夜
上
野
太
守
親
王
（
為
平
親
王
）。
於
昭
陽
舎
宿
廬
娶
右
大
臣
（
源
高

明
）
息
女
。
於
禁
中
行
婚
礼
頗
雖
無
便
。
予
（
村
上
天
皇
）
在
藩
之
時
。
天

慶
年
中
。
於
飛
香
舎
納
故
中
納
言
師
輔
女
（
藤
原
安
子
）。
依
有
蹤
跡
殊
許

之
」。
引
用
は
、
所
功
編
『
古
代
史
料
叢
書 

三
代
御
記
逸
文
集
成
』（
国
書
刊

行
会
、
一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。

（
25
）�

引
用
は
、
石
川
徹
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成 

大
鏡
』（
新
潮
社
、
一
九

八
九
年
）
に
よ
る
。
漢
数
字
は
頁
数
を
示
す
。

（
26
）�

橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

大
鏡
』（
小

学
館
、
一
九
九
六
年
）。
漢
数
字
は
頁
数
を
示
す
。

（
27
）�

『
国
史
大
辞
典 

第
一
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
）「
安
和
の
変
」

（
土
田
直
鎮
氏
執
筆
）。
他
、
山
口
博
「
源
高
明
と
藤
原
氏
―
西
宮
左
大
臣
集

成
立
の
一
問
題
―
」（『
王
朝
歌
壇
の
研
究
―
村
上
冷
泉
円
融
朝
篇
―
』
桜

楓
社
、
一
九
六
七
年
、
初
出
一
九
六
〇
年
）、
山
中
裕
「
安
和
の
変
」（『
平
安

朝
文
学
の
史
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
、
初
出
一
九
六
二
年
）、

山
本
信
吉
「
冷
泉
朝
に
お
け
る
小
野
宮
家
・
九
条
家
を
め
ぐ
っ
て
―
安
和
の

変
の
周
辺
―
」（『
摂
関
政
治
史
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出

一
九
六
五
年
）
等
参
照
。

（
28
）�

『
国
史
大
辞
典 

第
三
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）「
外
戚
」（
土
田

直
鎮
氏
執
筆
）。

（
29
）�

康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
五
月
十
五
日
薨
去
、
享
年
三
十
九
（『
公
卿
補

任
』）。
な
お
、
外
叔
父
の
源
季
宗
（
源
基
子
の
同
母
弟
）
に
つ
い
て
、
美
川

圭
氏
は
「
い
ま
だ
公
卿
の
地
位
に
な
く
、
外
戚
と
し
て
力
を
ふ
る
え
る
余
地

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
」（『
白
河
法
皇 

中
世
を
開
い
た
帝
王
』
角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫
、
二
〇
一
三
年
）
と
指
摘
。

（
30
）�

引
用
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
鷹
司
家
旧
蔵
本
（
三
五
〇
・
二
七
三
）
に
よ

る
。

（
31
）�

源
師
房
の
室
は
藤
原
尊
子
（
藤
原
道
長
の
女
）。
な
お
、
藤
原
頼
通
は
師
房

の
同
母
姉
・
隆
姫
女
王
を
、
藤
原
師
実
は
顕
房
の
同
母
妹
・
麗
子
を
そ
れ
ぞ

れ
室
に
迎
え
て
い
る
。

（
32
）�

坂
本
賞
三
「
村
上
源
氏
の
性
格
」（
財
団
法
人
古
代
学
協
会
編
『
後
期
摂
関

時
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）、
橋
本
義
彦
『
人
物
叢
書 

源

通
親
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）、
元
木
泰
雄
『
人
物
叢
書 

藤
原
忠

実
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
等
参
照
。

（
33
）�
な
お
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
十
八
「
松
の
し
づ
え
」
で
は
、
藤
原
賢
子
の

参
入
に
つ
い
て
、「
内
（
後
三
条
天
皇
）
よ
り
、
疾
く
参
ら
せ
た
て
ま
つ
ら
せ

た
ま
へ
と
あ
り
け
れ
ば
」（
③
四
三
五
）
と
あ
る
。
こ
の
時
の
後
三
条
天
皇
の
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立
ち
位
置
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
を
要
す
る
。

（
34
）�

『
小
右
記
』
萬
壽
二
年
（
一
〇
二
五
）
三
月
十
五
日
条
「
俊
賢
・
経
房
（
源

高
明
の
男
子
）
雖
云
源
氏
皆
是
九
条
殿
（
藤
原
師
輔
）
御
女
腹
也
」。
引
用

は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録 

小
右
記 

七
』（
岩
波
書

店
、
一
九
七
三
年
）
に
よ
る
。

（
35
）�

正
し
く
は
、
天
徳
二
年
（
九
五
八
）
十
月
二
十
七
日
（『
日
本
紀
略
』
同
日

条
、『
公
卿
補
任
』）。

（
36
）�

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集 

栄
花
物
語
』
の
頭
注
に
「
師
輔
三
女
（
三
女

の
没
後
に
は
五
女
）
を
妻
と
し
て
い
る
源
高
明
の
中
宮
大
夫
任
命
に
は
、
師

輔
と
高
明
の
深
い
連
帯
が
窺
わ
れ
る
」（
①
三
〇
）
と
あ
る
。

（
37
）�

山
中
裕
「
源
高
明
と
師
輔
」（『
平
安
時
代
の
古
記
録
と
貴
族
文
化
』
思
文

閣
出
版
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）
参
照
。

（
も
り
た　

と
も
ゆ
き
／
神
戸
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


